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１．概要 

本資料は、共通09 補足説明資料 別紙「各条における申請対象設備」にて整理した系

統として機能、性能を達成する設備のうち、放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄

施設 換気設備の安全上重要な施設以外の換気設備であって、重大事故等対処設備を兼用

しない使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備、ウ

ラン脱硝建屋換気設備、第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備、低レベル廃液処理建屋換気

設備、低レベル廃棄物処理建屋換気設備、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋換気設備、ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備及び分析建屋換気設備（以下、「換

気設備（設計基準対象の施設のみ）」という。）に係る系統として達成する機能、性能に

ついて換気設備（設計基準対象の施設のみ）の設計図書等の系統図を色塗りし、機能が要

求される対象範囲や対象機器を抽出する。 
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２．要求される機能、性能と主流路の考え方 

（１）要求される機能、性能について 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）」に要求される機能、性能について、設計イン

プットである機能要求②が要求される条文の基本設計方針（共通０９ 本文 添付-３ 

第１表及び本別紙 添付１：別紙2 機能要求②抜粋（換気設備（設計基準対象の施設

のみ）参照）との関係について以下に示す。 

 

ａ．設計基準対象の施設に係る機能、性能 

条文 系統機能名 

別紙2との関係 

（基本設計方針 

紐付番号） 

（a）第24条：廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】 24条-3 

（b）第28条：換気設備 ⅰ．【換気設備による換気】 28条-4、5 

（c）第10条：閉じ込めの機能 

ⅰ．【放射性物質の保持機能】 10条-1 

ⅱ．【放射性物質を保持する系統の負圧維持】 10条-15 

ⅲ．【フードの面速維持】 10条-18 
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（２）換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る主流路の考え方 

基本設計方針の要求を踏まえ、換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る主流路を

設定する。 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る機能、性能について、「２．（１）要求

される機能、性能について」に示した「a．設計基準対象の施設に係る機能、性能」の

系統機能毎に事業変更許可申請書における系統概要図等を用いて機能全体に係る系統構

成及び主流路となる範囲を示す。 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る機能、性能及び主流路の特定にあたって

は、機能、性能及び主流路の基本となる「第24条：廃棄施設」に着目してその範囲を特

定した上で、当該設備に関連する「第10条：閉じ込めの機能」及び「第28条：換気設

備」に関する範囲を特定する。 
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ａ．設計基準対象の施設に係る機能、性能 

（a）第 24 条：廃棄施設 

ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】 

（ⅰ）使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は、使用済燃料輸送容器管理建屋給気

系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成し、使用済燃料輸送容器管理

建屋内（以下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄化及び空気汚染の拡

大防止（室の負圧維持）を行う設備である。 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射

線被ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含まれる

放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機により放射性廃棄物

の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 換気設備 北換気筒（以下、「北換気

筒」という。）（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）へ移送するとともに、

汚染のおそれのある区域（室）を負圧に維持する設備である。 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は、１系統の排気系で構成し、汚染のお

それのある区域（室）の空気の浄化、北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒）への排気及び汚染のおそれのある区域の負圧維持を行うための系統を

主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれのあ

る区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「室内の換気、

空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を北換気筒（使用済

燃料輸送容器管理建屋換気筒）へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後

の空気を排気するための北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）及び

汚染のおそれのある区域からの空気を移送するダクト」で構成される系統によ

って機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る使用済燃料輸送容器管理建屋換

気設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－１図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニット 

 

 ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を北換気筒

へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機 
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＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 建屋排気フィルタユニットから北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）まで空気を移送するダクト 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅰ）使用済燃料輸送容器

管理建屋換気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

第２－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－19図抜粋） 

  

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

北換気筒 

使用済燃料輸送容器

管理建屋換気設備と

北換気筒の接続部 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

＊1 建屋排気フィルタユニットは、5 系列設置している 

＊1  
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（ⅱ）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給

気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成し、使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内（以下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄化並びに空気

汚染の拡大防止（室の負圧維持）を行う設備である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放

射線被ばくを防止するため、フード及び汚染のおそれのある区域（室）の空

気中に含まれる放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機に

より北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）へ移送するとともに、

フード及び汚染のおそれのある区域（室）を負圧に維持する設備である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は、１系統の排気系で構成し、フード

及び汚染のおそれのある区域（室）の空気の浄化、北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）への排気及び汚染のおそれのある区域の負圧維持を

行うための系統を主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「フード及び汚染

のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、

「室内の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持、フードの面速維持）並

びに浄化後の空気を北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）へ移送

する排風機」、「換気設備による浄化後の空気を排気するための北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及び汚染のおそれのある区域からの

空気を移送するダクト」で構成される系統によって機能が発揮され、これら

を主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－２図参照） 

 

＜フード及び汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒

子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニット 

 

 ＜フード及び室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の

空気を北換気筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機 
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＜フード及び汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 その他再処理設備の附属施設 その他の主要な事項 分析設備（以下、

「分析設備」という。）の【放射性物質を保持する系統の負圧維持】及

び【フードの面速維持】のフード※から北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）まで空気を移送するダクト（第２－２図参照） 

 建屋排気フィルタユニットから北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒）まで空気を移送するダクト 

 

※ 「別紙1-2-5-3-1 分析設備」で抽出 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅱ）使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備」に示す。 

 

 

 

 

 
第２－２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－20図抜粋） 

  

北換気筒 

使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備と

北換気筒の接続部 

分析設備（フード）の排気ライン 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

分析設備 
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（ⅲ）ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は、ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排

気系で構成し、フード及びウラン脱硝建屋内（以下、「室」という。）の換

気・空調、排気の浄化並びに空気汚染の拡大防止（フード及び室の負圧維

持）を行う設備である。 

ウラン脱硝建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射線被ばくを

防止するため、フード及び汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含まれ

る放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機により放射性廃

棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 換気設備 チャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋換気設備（以下、「チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備」という。）及び  

  

放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設 主排気筒（以

下、「主排気筒」という。）へ移送するとともに、フード及び汚染のおそれ

のある区域（室）を負圧に維持する設備である。 

ウラン脱硝建屋排気系は、２系統の排気系で構成し、フード及び汚染のお

それのある区域（室）の空気の浄化、主排気筒への排気及び汚染のおそれの

ある区域の負圧維持を行うための系統を主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「フード及び室内

の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気

筒へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後の空気を排気するための主

排気筒及び汚染のおそれのある区域からの空気を移送するダクト」で構成さ

れる系統によって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係るウラン脱硝建屋換気設備の主

流路の範囲は、以下のとおり。（第２－３図参照） 

 

＜フード及び汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒

子フィルタ＞ 

 フード排気フィルタユニット及び建屋排気フィルタユニット 

 

 ＜フード及び室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の

空気を主排気筒へ移送する排風機＞ 

 フード排風機及び建屋排風機 
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＜フード及び汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 再処理設備本体 脱硝施設 ウラン脱硝設備 受入れ系（以下、「受入

れ系」という。）、再処理設備本体 脱硝施設 ウラン脱硝設備 ウラ

ン脱硝系（以下、「ウラン脱硝系」という。）及び分析設備の【放射

性物質を保持する系統の負圧維持】及び【フードの面速維持】のフー

ド※から主排気筒まで空気を移送するダクトのうち、ウラン脱硝建屋

換気設備とチャンネルボックス・バーブルポイズン処理建屋換気設備

からの空気を移送するダクトの合流部まで 

 建屋排気フィルタユニットから主排気筒まで空気を移送するダクトの

うち、ウラン脱硝建屋換気設備とチャンネルボックス・バーブルポイ

ズン処理建屋換気設備からの空気を移送するダクトの合流部まで 

 

※ 「別紙1-2-2-5-1-1 受入れ系」、「別紙1-2-2-5-1-3 ウラン脱硝系」

及び「別紙1-2-5-3-1 分析設備」で抽出 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（（ⅲ）ウラン脱硝建屋換

気設備」に示す。 

  

第２－３図 ウラン脱硝建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－24図抜粋） 

  

ウラン脱硝建屋換気設備とチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の合流部 

受入れ系 

ウラン脱硝系 

分析設備 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

チャンネル

ボックス・バ

ーナブルポ

イズン処理

建屋換気

設備 

＊1 建屋排気フィルタユニットは、10 系列設置している 

＊1 
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（ⅳ）第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備  

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備は、第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系で構成し、ガラス固化体貯蔵ピット収

納管及び第１ガラス固化体貯蔵建屋内（以下、「室」という。）の換気・空

調、排気の浄化並びに空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）を行う設備であ

る。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射

線被ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含まれ

る放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機により北換気筒

（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送し、収

納管及び室を換気するとともに、汚染のおそれのある区域を負圧に維持する

設備である。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は、６系統（今回対象の東棟は３系統）

の排気系で構成し、収納管及び汚染のおそれのある区域（室）の空気の浄

化、北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）

への排気及び汚染のおそれのある区域の負圧維持を行うための系統を主流路

として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「収納管及び室内

の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を北換気

筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する

排風機」、「換気設備による浄化後の空気を排気するための北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）」及び「汚染のお

それのある区域からの空気を移送するダクト」で構成される系統によって機

能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－４図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット 

 

  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を北換気

筒へ移送する排風機＞ 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟貯蔵ピット収納管排風機 
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＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニットから北換

気筒（（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒））

まで空気を移送するダクト 

 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅳ）第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気設備」に示す。 

 

 

 

第２－４図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－28図抜粋） 

  

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

北換気筒 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気設備と

北換気筒の接続部 

＊2 第 1 ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風機は、4 系列設置している 

＊3 建屋排気フィルタユニットは、4 系列設置している 

＊1 

＊2 ＊3 

＊1 建屋排気フィルタユニットは、10 系列設置している 
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（ⅴ）低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は、低レベル廃液処理建屋給気系及び低レ

ベル廃液処理建屋排気系で構成し、低レベル廃液処理建屋内（以下、「室」

という。）の換気・空調、排気の浄化並びに空気汚染の拡大防止（室の負圧

維持）を行う設備である。 

低レベル廃液処理建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射線被

ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含まれる放

射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機により

   

を経由して、射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の

廃棄施設 換気設備 低レベル廃棄物処理建屋換気筒（以下、「低レベル廃

棄物処理建屋換気筒」という。）へ移送するとともに、汚染のおそれのある

区域（室）を負圧に維持する設備である。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「室内の換気、空

気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を低レベル廃棄物処

理建屋換気筒へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後の空気を低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒へ移送するダクト」で構成される系統によって機能

が発揮され、これらを主流路として設定する。 

低レベル廃液処理建屋排気系は、１系統の排気系で構成し、汚染のおそれ

のある区域（室）の空気の浄化、低レベル廃棄物処理建屋換気筒への排気及

び汚染のおそれのある区域の負圧維持を行うための系統を主流路として設定

する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る低レベル廃液処理建屋換気設

備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－５図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニット 

 

  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 建屋排気フィルタユニットから低レベル廃棄物処理建屋換気筒まで空気
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を移送するダクトのうち、低レベル廃液処理建屋換気設備と

からの空気を移送するダクトの

合流部まで 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅴ）低レベル廃液処理建

屋換気設備」に示す。 

 

 

第２－５図 低レベル廃液処理建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－29図抜粋） 

  

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 
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（ⅵ）低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

     低レベル廃棄物処理建屋換気設備は、低レベル廃棄物処理建屋給気系及び

低レベル廃棄物処理建屋排気系で構成し、低レベル廃棄物処理建屋内（以

下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄化並びに空気汚染の拡大防止

（室の負圧維持）を行う設備である。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射線

被ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含まれる

放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機によりチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備及び

を経由して、さらに、主排気筒又は

を経由して、低レベル廃棄物処理建屋換気

筒へ移送するとともに、それぞれの汚染のおそれのある区域（室）を負圧に

維持する設備である。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「室内の換気、空

気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後の

空気を排気するための主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒並びに汚

染のおそれのある区域からの空気を移送するダクト」で構成される系統によ

って機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は、３系統の排気系で構成し、汚染のおそ

れのある区域（室）の空気の浄化、主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換

気筒への排気並びに汚染のおそれのある区域の負圧維持を行うための系統を

主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る低レベル廃棄物処理建屋換気

設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－６図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニットⅠ、建屋排気フィルタユニットⅡ及び建屋排

気フィルタユニットⅢ 

 

  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱ 
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  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気

筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機Ⅲ 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 建屋排気フィルタユニットⅠ及び建屋排気フィルタユニットⅡから低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒まで空気を移送するダクトのうち、低レベル

廃棄物処理建屋換気設備と

からの空気を移送するダクトの合流部まで 

 建屋排気フィルタユニットⅢから主排気筒まで空気を移送するダクト※

のうち、低レベル廃棄物処理建屋換気設備とチャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備 塔槽類廃ガス処理系から空気を移送

するダクトの合流部まで 

 

※ 建屋排風機Ⅲ出口ダクトには低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備排風機（「別紙1-2-4-1-2-8 塔槽類廃ガス処理設備（設計基準対象

施設のみ）」で抽出）出口配管が合流する 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：廃

棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」（ⅵ）低レベル廃棄物処理建

屋換気設備」に示す。  
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第２－６図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2-30図抜粋） 

 

  

＊１ 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

※ 

低レベル廃棄物処理建屋 

塔槽類廃ガス処理設備 

チャンネルボックス・

バーナブルポイズン処

理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋

換気設備とチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備の合流部 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 
低レベル廃棄物処理建屋

換気設備と低レベル廃棄物

処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の合流部 

＊1 建屋排気フィルタユニットⅠは、56 系列設置している 

＊2 建屋排気フィルタユニットⅡは、13 系列設置している 

＊3 建屋排気フィルタユニットⅡは、8 系列設置している 

＊1 

＊2 

＊3 
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（ⅶ）チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は、チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成し、チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋内（以下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄

化並びに空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）を行う設備である。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は、放射線業務

従事者及び公衆への放射線被ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域

（室）の空気中に含まれる放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去

し、排風機により を経由して、

さらに、主排気筒又は を

経由して、低レベル廃棄物処理建屋換気筒へ移送するとともに、汚染のおそ

れのある区域（室）を負圧に維持するための系統を主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「室内の換気、空

気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後の

空気を排気するための主排気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒並びに汚

染のおそれのある区域からの空気を移送するダクト」で構成される系統によ

って機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は、２系統の排

気系で構成し、汚染のおそれのある区域（室）の空気の浄化、主排気筒及び

低レベル廃棄物処理建屋換気筒への排気並びに汚染のおそれのある区域の負

圧維持を行うための系統を主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係るチャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋換気設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－

７図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニットⅠ及び建屋排気フィルタユニットⅡ 

 

  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機Ⅰ 
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 ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気

筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機Ⅱ 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 建屋排気フィルタユニットⅠから低レベル廃棄物処理建屋換気筒まで空

気を移送するダクトのうち、チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備と

からの空気を移送するダクトの合流部まで 

 建屋排気フィルタユニットⅡから主排気筒まで空気を移送するダクト※

のうち、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備と

からの空気を移送するダク

トの合流部まで 

 

※ 建屋排風機Ⅱ出口ダクトにはチャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋塔槽類廃ガス処理設備排風機（「別紙1-2-4-1-2-8 塔槽類廃ガス処

理設備（設計基準対象施設のみ）」で抽出）出口配管が合流する 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅶ）チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備」に示す。 
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第２－７図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 

系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－32図抜粋） 

  

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

＊1 建屋排気フィルタユニットⅠは、3 系列設置している 

＊1 
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（ⅷ）ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は、ハル・エンドピース貯蔵建屋給

気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成し、ハル・エンドピース

貯蔵建屋内（以下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄化並びに空気

汚染の拡大防止（室の負圧維持）を行う設備である。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放

射線被ばくを防止するため、汚染のおそれのある区域（室）の空気中に含ま

れる放射性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機により北換気

筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する

とともに、汚染のおそれのある区域（室）を負圧に維持する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「室の換気、空気

汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を北換気筒（ハル・エ

ンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する排風機」、

「換気設備による浄化後の空気を排気するための北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び汚染のおそれのある区域か

らの空気を移送するダクト」で構成される系統によって機能が発揮され、こ

れらを主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係るハル・エンドピース貯蔵建屋

換気設備の主流路の範囲は、以下のとおり。（第２－８図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ＞ 

 建屋排気フィルタユニットⅠ及び建屋排気フィルタユニットⅡ 

 

  ＜室の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気

筒へ移送する排風機＞ 

 建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱ 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）からの空気を移送するダクト＞ 

 建屋排気フィルタユニットから北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋換気筒）まで空気を移送するダクト※のうち、ハル・

エンドピース貯蔵建屋換気設備と第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備か

らの空気を移送するダクトの合流部まで 

 

※ 建屋排風機Ⅱ出口ダクトには放射性廃棄物の廃棄施設  気体廃棄物の廃棄

施設  塔槽類廃ガス処理設備  ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
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理設備（以下、「ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備」とい

う。）排風機（「別紙1-2-4-1-2-8 塔槽類廃ガス処理設備（設計基準対象

施設のみ）」で抽出）出口配管が合流する 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（ⅷ）ハル・エンドピース

貯蔵建屋換気設備」に示す。 
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第２－８図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第7.2－31図抜粋） 

  

第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気設備 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

ハル・エンドピース貯蔵建

屋換気設備と第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気設

備との合流部 

ハル・エンドピース貯蔵建

屋塔槽類廃ガス処理設備 

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として 

設定しない範囲を示す 

＊2 建屋排気フィルタユニットⅡは、3 系列設置している 

＊1 建屋排気フィルタユニットⅠは、5 系列設置している 

＊1 

＊2 
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（ⅸ）分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は、分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成し、セ

ル、グローブボックス、フード（以下、「セル等」という。）及び分析建屋

内（以下、「室」という。）の換気・空調、排気の浄化並びに空気汚染の拡

大防止（セル等及び室の負圧維持）を行う設備である。 

分析建屋排気系は、放射線業務従事者及び公衆への放射線被ばくを防止す

るため、汚染のおそれのある区域（セル等及び室）の空気中に含まれる放射

性エアロゾルを高性能粒子フィルタで除去し、排風機によりチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備及び

を経由して、主排気筒へ移送するとともに、汚染のおそれ

のある区域（セル等及び室）を負圧に維持する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に関する機能は、「汚染のおそれの

ある区域からの空気の浄化を行う高性能粒子フィルタ」、「セル等及び室内

の換気、空気汚染の拡大防止（室の負圧維持）並びに浄化後の空気を主排気

筒へ移送する排風機」、「換気設備による浄化後の空気を排気するための主

排気筒及び汚染のおそれのある区域からの空気を移送するダクト」で構成さ

れる系統によって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】に係る分析建屋換気設備の主流路の

範囲は、以下のとおり。（第２－９図参照） 

 

＜汚染のおそれのある区域（セル等及び室）からの空気の浄化を行う高性能

粒子フィルタ＞ 

 セル排気フィルタユニット、グローブボックス排気フィルタユニット、

フード排気フィルタユニット及び建屋排気フィルタユニット 

 

      ＜セル等及び室の換気、空気汚染の拡大防止（セル及び室の負圧維持）並び

に浄化後の空気を主排気筒へ移送する排風機＞ 

 セル排風機、グローブボックス排風機、フード排風機及び建屋排風機 

 

      ＜汚染のおそれのある区域（セル等及び室）からの空気を移送するダクト＞ 

 分析設備の【放射性物質の保持】及び【放射性物質を保持する系統の負

圧維持】のグローブボックス※並びに【放射性物質を保持する系統の負

圧維持】及び【フードの面速維持】のフード※から主排気筒まで空気を

移送するダクトのうち、分析建屋換気設備とチャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備からの空気を移送するダクトの合流部

まで 
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 セル排気フィルタユニット及び建屋排気フィルタユニットから主排気筒

まで空気を移送するダクトのうち、分析建屋換気設備とチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備からの空気を移送するダク

トの合流部まで 

 

※ 「別紙1-2-5-3-1 分析設備」で抽出 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ．【放射性気体廃棄物の処理及び排気】（（ⅸ）分析建屋換気設

備」に示す。 
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第２－９図 分析建屋換気設備 系統概要図 

（事業変更許可申請書 添付書類六 第 7.2－33 図抜粋） 

  

※ 当該設備区分の着色範囲外は、当該系統機能の主流路として設定しない範囲を示す 

＊1 建屋排気フィルタユニットは、19 系列設置している。 

＊2 グローブボックス排気フィルタユニット、フード排気フィルタユニットは、4 系列設置している。 

＊2  

＊1  

＊2  
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（b）第 28 条：換気設備 

ⅰ.【換気設備による換気】 

放射線業務従事者の放射線障害の防止を図るため、汚染のおそれがある区域

（セル等）並びに建屋排気フィルタユニットからの空気を主排気筒、北換気筒又

は低レベル廃棄物処理建屋排気筒まで移送するラインを主流路として設定する。 

また、換気にあたっては、公衆の放射線障害の防止を図るため、汚染のおそれ

がある区域（セル等及び室）からの空気を主排気筒、北換気筒又は低レベル廃棄

物処理建屋排気筒まで移送するラインにフィルタを設置し、これを主流路として

設定する。この範囲は、「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処

理及び排気】」で示した主流路の範囲と同じである。（第２－１図～第２－９図

参照） 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（b）第28条：

換気設備 ⅰ.【換気設備による換気】」に示す 
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（c）第 10 条：閉じ込めの機能 

ⅰ.【放射性物質の保持機能】 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）は、汚染のおそれがある区域（セル等）

及び汚染のおそれがある区域（室）の空気を取り扱うことから、汚染のおそれが

ある区域（セル等）及び建屋排気フィルタユニットから空気を主排気筒、北換気

筒又は廃棄物処理建屋換気筒まで移送するラインを主流路として設定する。この

範囲は、「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」で

示した主流路の範囲と同じである。（第２－１図～第２－９図参照） 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（c）第10条：

閉じ込めの機能 ⅰ．【放射性物質の保持機能】」に示す。 
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ⅱ．【放射性物質を保持する系統の負圧維持】 

負圧に維持する必要がある汚染のおそれのある区域（セル等）及び建屋排気フ

ィルタユニットから主排気筒、北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒まで

空気を移送するラインを主流路として設定する。この範囲は、「（a）第24条：

廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」で示した主流路の範囲に

含まれる。 

【放射性物質を保持する系統の負圧維持】の機能を達成するために必要な範囲

は、「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」に示

した範囲のうち、以下のとおり。（第２－１図～第２－９図参照） 

 

（ⅰ）使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 

 建屋排風機 

 建屋排気フィルタユニットから建屋排風機まで空気を移送するダクト 

 

（ⅱ）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

 建屋排風機 

 フードから建屋排風機まで空気を移送するダクト 

 

（ⅲ）ウラン脱硝建屋換気設備 

 建屋排風機、フード排風機 

 建屋排気ユニットから建屋排風機及びフードからフード排風機まで空気を

移送するダクト 

 

（ⅳ）第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機、第１ガラス固化体貯蔵建屋東

棟貯蔵ピット収納管排風機 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニットから第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニットから第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵

ピット収納管排風機まで空気を移送するダクト 

 

（ⅴ）低レベル廃液処理建屋換気設備 

 建屋排風機 

 建屋排気フィルタユニットから建屋排風機まで空気を移送するダクト 
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（ⅵ）低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

 建屋排風機Ⅰ、建屋排風機Ⅱ、建屋排風機Ⅲ 

 建屋排気フィルタユニットⅠから建屋排風機Ⅰ、建屋排気フィルタユニッ

トⅡから建屋排風機Ⅱ及び建屋排気フィルタユニットⅢから建屋排風機Ⅲ

まで空気を移送するダクト 

 

（ⅶ）チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 

 建屋排風機Ⅰ、建屋排風機Ⅱ 

 建屋排気フィルタユニットⅠから建屋排風機Ⅰ及び建屋排気フィルタユニ

ットⅡから建屋排風機Ⅱまで空気を移送するダクト 

 

（ⅷ）ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 

 建屋排風機Ⅰ、建屋排風機Ⅱ 

 建屋排気フィルタユニットⅠから建屋排風機Ⅰ及び建屋排気フィルタユニ

ットⅡから建屋排風機Ⅱまで空気を移送するダクト 

 

（ⅸ）分析建屋換気設備 

 建屋排風機、セル排風機、グローブボックス排風機、フード排風機 

 フード、グローブボックスの汚染のおそれのある区域並びにセル排気フィ

ルタユニット及び各排気フィルタユニットから各排風機まで空気を移送す

るダクト 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（c）第10条：

閉じ込めの機能 ⅱ．【放射性物質を保持する系統の負圧維持】」に示す。 

 

 

  

33



30 

ⅲ.【フードの面速維持】 

（ⅰ）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置する分析設備において、使用済燃料等

を取り扱うフードの開口部における風速（面速）を維持する必要があることか

ら、フードから排風機まで空気を移送するラインを主流路として設定する。こ

の範囲は、「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排

気】」で示した主流路の範囲に含まれる。 

【フードの面速維持】に関する機能は、フードの風速を維持するために必要

な排風機及びフードから排風機まで空気を移送するダクトで構成される系統に

よって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【フードの面速維持】に係る使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の主流路

の範囲は、以下のとおり。（第２－２図参照） 

 

 建屋排風機 

 フードから建屋排風機まで空気を移送するダクト 

 

（ⅱ）ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋内に設置する受入れ系、ウラン脱硝系及び分析設備等にお

いて、使用済燃料等を取り扱うフードの開口部における風速（面速）を維持

する必要があることから、フードから排風機まで空気を移送するラインを主

流路として設定する。この範囲は、「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性

気体廃棄物の処理及び排気】」で示した主流路の範囲に含まれる。 

【フードの面速維持】に関する機能は、フードの風速を維持するために必

要な排風機及びフードから排風機まで空気を移送するダクトで構成される系

統によって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【フードの面速維持】に係るウラン脱硝建屋換気設備の主流路の範囲は、

以下のとおり。（第２－３図参照） 

 

 フード排風機 

 フードからフード排風機まで空気を移送するダクト 
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（ⅲ）分析建屋換気設備 

分析建屋内に設置する分析設備において、使用済燃料等を取り扱うフード

の開口部における風速（面速）を維持する必要があることから、フードから

排風機まで空気を移送するラインを主流路として設定する。この範囲は、

「（a）第24条：廃棄施設 ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」で示

した主流路の範囲に含まれる。 

【フードの面速維持】に関する機能は、フードの風速を維持するために必

要な排風機及びフードから排風機まで空気を移送するダクトで構成される系

統によって機能が発揮され、これらを主流路として設定する。 

【フードの面速維持】に係る分析建屋換気設備の主流路の範囲は、以下の

とおり。（第２－９図参照） 

 

 フード排風機 

 フードからフード排風機まで空気を移送するダクト 

 

主流路の具体的な範囲は「２．（３）主流路範囲の設定」の「（c）第10条：

閉じ込めの機能 ⅲ.【フードの面速維持】」に示す。 
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（３）主流路範囲の設定 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）の主流路範囲を設定するにあたり、系統機能

に係る主流路の範囲を「２．（２）換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る主流

路の考え方」で示した主要機器及び主配管を用いて示し、主となる系統機能【放射性

気体廃棄物の処理及び排気】単位を基本とし、機能を期待する範囲等を踏まえて主流

路範囲を設定する。 

設定した主流路範囲内の主要機器及び主配管は、「添付３（１）換気設備（設計基

準対象の施設のみ）」の抽出リスト及び「添付２申請対象設備リスト」に整理する

が、配管については、系統機能、流体が異なる単位毎（主配管グループ）に纏め、配

管の系統機能が【放射性気体廃棄物の処理及び排気】の場合は「主配管（建屋換気

系）」と記載する。また、系統概要図（第３－１図～第３－10図）と「添付３（１）

色塗り結果（設計図書等）」として添付している各EFDの関連性を明確にするため、

系統概要図上には各EFDの境界およびシート番号を図示している。EFD境界を跨ぐ配管

は、それぞれEFDでは矢羽根で取合いを示しており、EFD間の矢羽根の取合いの概要及

び具体的な取合い表示は「添付３ EFD矢羽根取合い概要」のとおり。 

なお、上記の主配管グループを、それぞれ個別の主配管に展開していく際に、個別

の名称の付け方は、添付する「別紙1－2－6 別紙1－2における共通的な記載事項」に

従い、仕様表作成段階までに詳細化（from-to形式）を実施する。 

 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）は「２．（２）換気設備に係る主流路の考え

方」の第２－１図～第２－９図で示したとおり、「第28条：換気設備 ⅰ.【換気設

備による換気】」に関する機能、「第10条：閉じ込めの機能 ⅰ.【放射性物質の保

持機能】」に関する機能、「第10条：閉じ込めの機能 ⅱ．【放射性物質を保持する

系統の負圧維持】」に関する機能及び「第10条：閉じ込めの機能 ⅲ．【フードの面

速維持】」に関する機能を発揮するための主流路の範囲が「第24条：廃棄施設 ⅰ．

【放射性気体廃棄物の処理及び排気】」に関する機能を発揮するための主流路の範囲

に含まれることから、これらを合わせて各系統機能に係る主流路の範囲を示す。 
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ａ．設計基準対象の施設に係る機能、性能 

（a）第 24 条：廃棄施設 

ⅰ.【放射性気体廃棄物の処理及び排気】 

（b）第 28 条：換気設備 

ⅰ.【換気設備による換気】 

（c）第 10 条：閉じ込めの機能 

ⅰ.【放射性物質の保持機能】 

ⅱ.【放射性物質を保持する系統の負圧維持】 

ⅲ.【フードの面速維持】 

   

換気設備の【放射性気体廃棄物の処理及び排気】、【換気設備による換気】、

【放射性物質の保持機能】、【放射性物質を保持する系統の負圧維持】及び【フ

ードの面速維持】に係る主流路（第３－１図～第３－10図参照）の範囲を主要機

器で示すと以下のとおり。主要機器間をつなぐダクト（「⇒」で示す）が主配管

であり、名称は「主配管（建屋換気系）」とする。 

なお、カッコ内の設備は、当該設備とは異なる設備区分の設備であるが、当該

設備の主流路の始点又は終点となる他設備（カッコ内設備）を記載するもので、

当該設備の全体像を明確にするために記載するものである。 

 

（ⅰ）使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備（第３－１図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒（使用

済燃料輸送容器管理建屋換気筒）※2］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）：使用済燃料輸送容

器管理建屋換気設備と北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）の設備区分点は、使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備と北換気

筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）との接続部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

別紙 1-3 北換気筒 
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第３－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

北換気筒 

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒） 

接続部 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

［室⇒］建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒（使用済燃料輸送容

器管理建屋換気筒）］【配-1】【配-2】 

［室］→EFD_1→［北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）］ 

 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：EFD シート番号 

EFD_1 

※：汚染のおそれのある区域（室） 

※ 
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（ⅱ）使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備（第３－１表及び第３－２図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）※2］  

 

＜汚染のおそれのある区域（フード）に係る範囲＞ 

 ［フード※３］⇒建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）※2］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）主

流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）：使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備と北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の設備区分点は、北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）と

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）との接続部とする。 

※３ フードと使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の設備区分点は、フー

ドとの接続部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

別紙 1-2-5-3-1 分析設備 

別紙 1-3 北換気筒 

 

第３－１表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 接続機器等一覧表 

接続されている

排気系 

接続されている

排風機 
対象機器名称 対象機器の設備区分 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋排気

系 

建屋排風機 

キャスク内部水サンプリングフード 

分析設備 
廃樹脂貯槽デカント水出口・第 1 ろ過

装置出口サンプリングフード 

低レベル濃縮廃液ポンプ出口サンプリ

ングフード 
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第３－２（１）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

北換気筒 

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒） 

接続部 

第３－２（２）図より 

EFD_2 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

［室⇒］建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）］【配-2】【配-1】【配-3】 

[室]→EFD_3→EFD_2→［北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）］ 

 

＜汚染のおそれのある区域（フード）に係る範囲＞ 

[フード］⇒建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）］【配-2】【配-1】【配-3】 

[フード]→EFD_3→EFD_2→［北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）］ 

 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持、 

フードの面速維持 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：EFD シート番号 
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第３－２（２）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

第３－２（１）図へ 

分析設備のフードとの

接続部※1 

※1：排気対象フードを「第３－１表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備 接続機器等一覧表」に示す。 

EFD_3 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：EFD シート番号 

分析設備 

分析設備 

分析設備のフードとの

接続部※1 

※2：汚染のおそれのある区域（室） 

※2 ※2 

※3 

※3 

※3 

※3：汚染のおそれのある区域（フード） 
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（ⅲ）ウラン脱硝建屋換気設備（第３－２表及び第３－３図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※１建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部※２］⇒

［ のダクト合流部※３］⇒

［主排気筒］ 

 

＜汚染のおそれのある区域（フード）に係る範囲＞ 

 ［フード※４］⇒フード排気フィルタユニット⇒フード排風機⇒［チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト

合流部※2］⇒［ のダク

ト合流部※3］⇒［主排気筒］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備：チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備とウラン脱硝

建屋換気設備の設備区分点は、チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋換気設備の合流部とする。 

※３ 

とチャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の設備区分点は、

との合流部とする。 

※４ 受入れ系、ウラン脱硝系及び分析設備：受入れ系、ウラン脱硝系及び

分析設備のフードとウラン脱硝建屋換気設備の設備区分点は、ウラ

ン脱硝建屋換気設備の接続部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

  

別紙1-2-2-5-1-1 受入れ系 

別紙1-2-2-5-1-3 ウラン脱硝系 

別紙1-2-5-3-1 分析設備 

別紙 1-3 主排気筒 
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第３－２表 ウラン脱硝建屋換気設備 接続機器等一覧表 

接続されている

排気系 

接続されている

排風機 
対象機器名称 対象機器の設備区分 

ウラン脱硝建屋

排気系 
フード排風機 

硝酸ウラニル貯槽サンプリングフー

ド 

ウラン脱硝設備 受

入れ系 

除染フード 
ウラン脱硝設備 ウ

ラン脱硝系 
UO3 溶解液受槽サンプリングフード 

硝酸ウラニル供給槽サンプリングフ

ード 
分析設備 

送受信装置フード 
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第３－３図 ウラン脱硝建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

 

第３－10 図へ 

合流部 

※1：排気対象フードを「第３－２表 ウラン脱

硝建屋換気設備 接続機器等一覧表」に示す。 

ウラン脱硝系 

分析設備 

受入れ系 

ウラン脱硝系 

受入れ系のフードとの

接続部※1 

ウラン脱硝系のフードと

の接続部※1 

※2 

※2：汚染のおそれのある区域（室） 

※3：汚染のおそれのある区域（フード） 

※3 

※3 

※3 

※3 

※3 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 
放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧
維持、フードの面速維持 

 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

［室⇒］建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［主排気筒］【配-05-1】

【配 05-3】【配-07-1】 

[室]→EFD_5→EFD_16→［主排気筒］ 

 

＜汚染のおそれのある区域（フード）に係る範囲＞ 

[フード］⇒フード排気フィルタユニット⇒フード排風機⇒［主排気筒］【配

-05-2】【配-05-3】【配-07-1】 

[フード]→EFD_4/ EFD_9/ EFD_10/ EFD_11→EFD_6→EFD_7/ EFD_8→EFD_5→

EFD_16→［主排気筒］ 

 

[]は他設備を示す。 

ウラン脱硝系のフードと

の接続部※1 

分析設備のフードとの

接続部※1 
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（ⅳ）第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備（第３－４図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット

⇒第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機⇒［北換気筒（ハル・エン

ドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）※２］ 

 

 ［室⇒］※1 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィ

ルタユニット⇒第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風

機⇒［北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）※2］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）：第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備と北換気筒（ハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の設備区分点は、第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気設備と北換気筒（ハル・エンドピース及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）との接続部 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

別紙 1-3 北換気筒 
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第３－４（１）図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

  

北換気筒 

（ハル・エンドピース及び 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒） 

第３－４（２）図へ 

接続部 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

・［室⇒］第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット⇒第１ガラス固化

体貯蔵建屋東棟建屋排風機⇒［北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化

体貯蔵建屋換気筒）］【配-09-1】【配-07-1】 

[室]→EFD_12→EFD_29→［北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋換気筒）］ 

 

・［室⇒］１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット⇒第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排風機⇒［北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）］【配-09-1】【配-07-1】 

[室]→EFD_13/EFD_14→EFD_12→EFD_29→［北換気筒（ハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）］ 

 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 

※：汚染のおそれのある区域（室） 

※ 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：EFD シート番号 

EFD_12 

EFD_13 

EFD_14 

EFD_14 
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第３－４（２）図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気）
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（ⅴ）低レベル廃液処理建屋換気設備（第３－５図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［

のダクト合流部※２］⇒［低レベル

廃棄物処理建屋換気筒］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 

と低レベル廃液処理建屋換気設

備の設備区分点は、

の合流部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

  

 

48



 

45 

 

第３－５図 低レベル廃液処理建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

・［室⇒］建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のダクト合流部］⇒［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］【配-04-1】 

［室⇒］→EFD_15→［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］  

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 
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（ⅵ）低レベル廃棄物処理建屋換気設備（第３－６図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニットⅠ、Ⅱ⇒建屋排風機Ⅰ、Ⅱ⇒

［ のダクト合流部

※２］⇒［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］ 

 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニットⅢ⇒建屋排風機Ⅲ⇒ 

［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダク

ト合流部※３］⇒［ のダク

ト合流部※４］⇒［主排気筒］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 

と低レベル廃棄物処理建屋換気

設備の設備区分点は、

の合流部とする。 

※３ チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備：チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備と低レベル廃

棄物処理建屋換気設備の設備区分点は、チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋換気設備の合流部とする。 

※４ 

とチャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の設備区分点は、

の合流部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

  

  

別紙1-3 主排気筒 
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第３－６図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

 

合流部 

チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備 

合流部 

第３－10 図へ 

第３－10 図へ 

配-07-1 

低レベル廃棄物処理建屋 

塔槽類廃ガス処理設備 

塔槽類廃ガス処理系 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

・［室⇒］建屋排気フィルタユニットⅠ、建屋排気フィルタユニットⅡ⇒建屋排風機

Ⅰ、建屋排風機Ⅱ⇒［ のダクト

合流部］⇒［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］【配-08-10】 

［室⇒］→EFD_27→［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］

  

 

・［室⇒］建屋排気フィルタユニットⅢ⇒建屋排風機Ⅲ⇒［チャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒［

のダクト合流部］⇒［主排気筒］【配-08-10】 

［室⇒］→EFD_28→［主排気筒］ 

 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 

※ 

※：汚染のおそれのある区域（室） 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

EFD_27 

EFD_28 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：紐づけ番号区分点 

  ：EFD シート番号 

※ 

※ 
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（ⅶ）チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（第３－７図

参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニットⅠ⇒建屋排風機Ⅰ⇒［

※２］⇒［低レベル廃棄物処

理建屋換気筒］ 

 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニットⅡ⇒建屋排風機Ⅱ⇒［

※３］⇒［主排気筒］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 

とチャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋換気設備の設備区分点は

の合流部とする。 

※３ 

とチャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の設備区分点は、

の合流部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

  

  

別紙 1-3 主排気筒 
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第３－７図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

 

合流部 

第３－10 図へ 

合流部 

配-07-1 

配-08-16 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備  

第３－10 図へ 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

・［室⇒］建屋排気フィルタユニットⅠ⇒建屋排風機Ⅰ⇒［ ］⇒

［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］【配-08-16】 

［室⇒］→EFD_17→［低レベル廃棄物処理建屋換気筒］  

 

・［室⇒］建屋排気フィルタユニットⅡ⇒建屋排風機Ⅱ⇒［ ］⇒［主排

気筒］【配-08-16】 

［室⇒］→EFD_17→［主排気筒］ 

 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 

※：汚染のおそれのある区域（室） 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

EFD 17

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

  ：紐づけ番号区分点 

  ：EFD シート番号 
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（ⅷ）ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備（第３－８図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 [室⇒]※1建屋排気フィルタユニットⅠ、Ⅱ⇒建屋排風機Ⅰ、Ⅱ⇒[第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気設備※２]⇒[北換気筒] 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（室）から建屋排気フィルタユニットまでの

範囲は主流路と設定しない。主流路と設定しない理由は「２．（４）

主流路として設定しない範囲及びその考え方」に示す。 

※２ 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備：第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気設備とハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備との設備区分点は、第

１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の合流部とする。 

 

また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

別紙 1-3 北換気筒 
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第３－８（１）図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

  

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 [室⇒]建屋排気フィルタユニットⅠ、Ⅱ⇒建屋排風機Ⅰ、Ⅱ⇒[第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備]⇒[北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）] 【配-02-1】 

［室⇒］→EFD_18→[北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）] 

[]は他設備を示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持 
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第３－８（２）図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 
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（ⅸ）分析建屋換気設備（第３－３表及び第３－９図参照） 

＜汚染のおそれのある区域（セル等）に係る範囲＞ 

 ［セル⇒］※1セル排気フィルタユニット⇒セル排風機⇒［チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部※2］

⇒［ のダクト合流部※3］

⇒［主排気筒］ 

 

 ［グローブボックス※4］⇒グローブボックス排気フィルタユニット⇒

グローブボックス排風機⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備のダクト合流部※2］⇒［

のダクト合流部※3］⇒［主排気筒］ 

 

 ［フード※4］⇒フード排気フィルタユニット⇒フード排風機⇒［チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流

部※２］⇒［ のダクト合流

部※３］⇒［主排気筒］ 

 

＜汚染のおそれのある区域（室）に係る範囲＞ 

 ［室⇒］※1建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部※２］⇒

［ のダクト合流部※３］⇒

［主排気筒］ 

 

※１ 汚染のおそれのある区域（セル等）からセル排気フィル タユニッ

ト及び建屋排気フィルタユニットまでの範囲は主流路と設定しな

い。主流路と設定しない理由は「２．（４）主流路として設定しな

い範囲及びその考え方」に示す。 

※２ チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備：チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備と

の設備区分点は、チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋換気設備の合流部とする。 

※３ 

とチャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の設備区分点は、

の合流部とする。 

※４ 
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また、主流路のカッコ内設備の主要機器等は、以下の別紙に示す。 

 

  

  

別紙1-3 主排気筒 

 

第３－３表 分析建屋換気設備 接続機器等一覧表（１／３） 

接続されている

排気系 

接続されている

排風機 
対象機器名称 対象機器の設備区分 

分析建屋排気系 
グローブボック

ス排風機 
分析設備 
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第３－３表 分析建屋換気設備 接続機器等一覧表（２／３） 

接続されている

排気系 

接続されている

排風機 
対象機器名称 対象機器の設備区分 

分析建屋排気系 
グローブボック

ス排風機 
分析設備 
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第３－３表 分析建屋換気設備 接続機器等一覧表（３／３） 

接続されている

排気系 

接続されている

排風機 
対象機器名称 対象機器の設備区分 

分析建屋排気系 

分析建屋排気系 

グローブボック

ス排風機 

分析設備 

フード排風機 
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第３－９図 分析建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 

 

※：排気対象グローブボックス及びフード等を「第３－３表 分析建屋換気設備 接続機器等一覧表」に示す。 

放射性気体廃棄物の処理及び排気、換気設備による換気、 

放射性物質の保持機能、放射性物質を保持する系統の負圧維持、 

フードの面速維持 

＜室の汚染のおそれのある区域に係る範囲＞ 

 ［室⇒］建屋排気フィルタユニット⇒建屋排風機⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流

部］⇒［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］【配-13-1】【配-07-1】 

［室⇒］EFD_22⇒EFD_23⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒［

のダクト合流部］⇒［主排気筒］ 

 

＜フードの汚染のおそれのある区域に係る範囲＞ 

 ［フード］⇒フード排気フィルタユニット⇒フード排風機⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト

合流部］⇒［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］【配-13-4】【配-07-1】 

［フード］⇒EFD_20/ EFD_21⇒EFD_22⇒EFD_23⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒

［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］ 

 

＜グローブボックスの汚染のおそれのある区域に係る範囲＞ 

 ［グローブボックス］⇒グローブボックス排気フィルタユニット⇒グローブボックス排風機⇒［チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］【配-13-

2】【配-07-1】 

［グローブボックス］⇒(EFD_19/ EFD_24/ EFD_25/ EFD_26)⇒EFD_20/ EFD_21⇒EFD_23⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］ 

 

＜セルの汚染のおそれのある区域に係る範囲＞ 

 ［セル⇒］セル排気フィルタユニット⇒セル排風機⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部］

⇒［ のダクト合流部］⇒［主排気筒］【配-13-3】【配-07-1】 

［セル］⇒EFD_23⇒［チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備のダクト合流部］⇒［

のダクト合流部］⇒［主排気筒］ 

[ ]は他設備を示す。 
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第３－10 図 共同溝内における建屋換気設備 系統図（放射性気体廃棄物の処理及び排気） 
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（４）主流路として設定しない範囲及びその考え方 

共通 09 本文に基づき、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等に

ついては、主流路の対象としない。 

２．（３）にて整理した各条文の系統機能を担保している主流路範囲の概要を第４－

１図～第４－９図及び第４－１表に示し、再処理施設に共通する主配管にしない対象の

考え方を「第４－１表 再処理施設の各設備に共通する主配管にしない対象の考え方」

においてアルファベットごとに分類し、第４－１図にそのアルファベットを記載するこ

とで、主配管としない考え方を系統概要図上で示している。 

また、「添付３（１）②－ｂの理由整理表」では、設備ごとの主配管としない考え方

を番号で整理し、「添付３（１）色塗り結果（系統概要図）」の EFD ごとに主配管にし

ない対象（色塗りされていない範囲）にそれぞれ青四角番号を付記し、第 4-1 表のアル

ファベットの分類と各設備の「②－ｂの理由整理表」の青四角番号と紐づけて示してい

る。 

なお、主流路上に設置される弁、フィルタ等については、当該設備に要求される系統

として機能、性能を達成するために仕様等で適合性を示す弁、フィルタ等は主要機器と

して抽出するが、それ以外の流路を形成する弁、フィルタ等である場合は主要機器とし

て抽出しない。 

 

上記以外の換気設備（設計基準対象の施設のみ）の特徴を踏まえた主流路を設定する上

での留意事項について、以下に示す。 

 

ａ．主流路として設定しない範囲 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）の主流路と設定しない範囲及び理由を以下に示

す。 

 当該系統は安重／Sクラス及び重大事故等対処施設に該当せず、セル等以外の

室から建屋排気フィルタユニット及び一部のセルからセル排気フィルタユニッ

トの排気経路は、室における平常時及び異常時に想定される表面汚染の程度及

び空気汚染の程度が、セル等の表面汚染の程度及び空気汚染の程度よりも十分

低く、放出放射能への寄与も極めて低いため、技術基準適合を示すために仕様

を特定する範囲に含まれないことから、当該設備を主流路と設定しない。（第

４－１図～第４－９図 個別１参照） 

 当該系統は安重／Sクラス及び重大事故等対処施設に該当せず、各建屋の給気

系は、建屋の換気・空調のバランスを保つための系統であり、放射性物質の浄

化機能及び負圧維持機能は排気系で確保できるため、技術基準適合性を示すた

めに仕様を特定する範囲に含まれないことから、当該設備を主流路と設定しな

い。（第４－１図～第４－９図 個別２参照） 
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第４－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表及で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（4）主流路として設定しない範囲及びその

考え方にて示す。 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 
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第４－２（１）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（4）主流路として設定しない範囲及びその

考え方にて示す。 系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 
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第４－２（２）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（4）主流路として設定しない範囲及びその

考え方にて示す。 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 
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第４－３図 ウラン脱硝建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図  
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第４－４図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 

  

個別 2 

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（４）主流路として設定しない範囲及びそ

の考え方にて示す。 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

個別 1 

個別 1 

個別 1 
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第４－５図 低レベル廃液処理建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 
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第４－６図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図  

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（４）主流路として設定しない範囲及びそ

の考え方にて示す。 

配-07-1 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：紐づけ番号区分点 

個別 1 

個別 2 
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第４－７図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図  

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（４）主流路として設定しない範囲及びそ

の考え方にて示す。 

配-07-1 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：紐づけ番号区分点 

個別 1 

個別 2 
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第４－８図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図 

  

□内の（アルファベット記号、個別）は主流路としない理由分類を示す。 

アルファベット記号に紐づく理由分類は第４－１表で示す。 

なお、「個別」の詳細については、本別紙 本文 2.（４）主流路として設定しない範囲及びそ

の考え方にて示す。 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 
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第４－９図 分析建屋換気設備に係る主流路の範囲及び主流路として設定していない範囲の概要図
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第４－１表 再処理施設の各設備に共通する主配管にしない対象の考え方 
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ｂ．主要機器として抽出しない範囲 

（ａ） （第４－10 図参照） 

２．（１）に示す技術基準等の機能、性能への適合を示すために仕様を

個別に特定する主要機器に該当せず、個別機器名を基本設計方針で特定し適合性を

示す機器でもない系統構成（主流路）の一部である機器のため、主要機器（

）として抽出せずに配管（主流路）の一部として扱う。 

なお、

の一部として扱う。 

 

第４－10 図  
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３．要求される耐震クラスの考え方 

（１）事業変更許可申請書の耐震クラス 

申請対象設備の耐震クラスの整理は、事業変更許可申請書の「添付書類六 第１.

６－１表 クラス別施設」（以下、「クラス別施設」という。）を踏まえて実施する。 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）に申請対象設備の耐震クラスの全体像を第５

－１図～第５－10 図に示す。 

＜安全機能を有する施設の主配管の耐震設計＞ 

条文 系統機能 主配管名称 
安全機能を有する施設 

S B/C 1.2Ss 

第24条：廃棄施設 
放射性気体廃棄物の処理及び

排気 

主配管（建屋換気系） ― 〇 ― 

第28条：換気設備 換気設備による換気 

第10条：閉じ込めの機能 

放射性物質の保持機能 

放射性物質を保持する系統の

負圧維持 

フードの面速維持 

 

＜安全機能を有する施設の凡例＞ 

S：耐震 Sクラス（耐震重要施設） 

B/C:耐震 B/C クラス 

1.2Ss：基準地震動 Sｓを 1.2 倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安全機能

が損なわれない施設 

 

主配管を設定した範囲の耐震設計は、クラス別施設に示す主要機器の耐震設計に準

じた設計を原則とし、安全上重要な施設の安全機能を確保する上で必要な主配管の範

囲が耐震 Sクラス、それ以外の主配管の範囲は耐震 B/C クラスであり、換気設備（設計

基準対象の施設のみ）の耐震設計は、機能喪失した場合の影響が Sクラスに属する施設

に比べて低い設備であるため、耐震 B/C クラスである。 

換気設備（設計基準対象の施設のみ）の機器のクラス別施設、設備分類、安全機能

に対する設備の耐震設計を以下に示す。 
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添付書類六 第１.６－１表 クラス別施設 抜粋（１／２） 

 

 

添付書類六 第１.６－１表 クラス別施設 抜粋（２／２） 
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第５－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

系統図凡例 

：設計基準対象の施設の系統機能
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第５－２（１）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

系統図凡例 

：設計基準対象の施設の系統機能
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第５－２（２）図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

系統図凡例 

：設計基準対象の施設の系統機能
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第５－３図 ウラン脱硝建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

  ：設備区分点 

：紐付け番号区分点 
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第５－４図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

系統図凡例 

：設計基準対象の施設の系統機能
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第５－５図 低レベル廃液処理建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 
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第５－６図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

配-07-1 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

：紐付け番号区分点 
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第５－７図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 

配-07-1 

系統図凡例 

  ：設計基準対象の施設の系統機能 

：紐付け番号区分点 
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第５－８図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

B/- 

【DB】 
1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 
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第５－９図 分析建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 

  

記載方法（左側：DB,右側：SA） 

 記載凡例：DB 耐震クラス,1.2Ss/SA 耐震クラス,1.2Ss 

DB/SA 記載項目 記載内容 

【DB】 
DB 耐震クラス S，B，C,B-1,B-2,C-1,C-2 

1.2Ss の有無(左側)(起因系) 1.2Ss，無記入 

【SA】 

SA 耐震クラス 

(S)，(B)，(C)，S，B，C 

( )は常設耐震重要重大事故等対処設備 

(代替元の耐震クラスを記載) 

( )無しは常設耐震重要重大事故等対処設備以外 

1.2Ss の有無(右側)(対処系) 1.2Ss，無記入 
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第５－10 図 共同溝内 建屋換気設備の耐震クラス範囲の概要図 
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（２）換気設備（設計基準対象の施設のみ）に係る系統機能と耐震クラス 

各主流路の範囲に含まれる主要機器及び主配管（「２．（３）主流路の範囲の設

定」に示す）に対する系統機能（「２．（１）要求される機能、性能について」に示

す）ごとの耐震クラスを第５－１表に示し、各主要機器及び主配管の耐震設計を整理

した。なお、各主要機器の耐震設計は、設計基準対象の施設及び重大事故等対処設備

の最上位の耐震クラスを示す。 

第５－１表の耐震クラスの凡例を以下に示す。 

 

＜安全機能を有する施設の凡例＞ 

S：耐震 Sクラス（耐震重要施設） 

B/C：耐震 B/C クラス 

1.2Ss：基準地震動 Ss を 1.2 倍した地震力に対して必要な設計基準対象の施設の安 

全機能が損なわれない施設 

 

   なお、波及影響を考慮する機器の耐震設計はクラス別施設表に基づき記載し、それ

ら以外の機器については「補足説明資料 耐震建物 30」にて整理する。 

 

（３）下位クラス接続等の留意すべき設備 

該当なし 
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